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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　湾曲した把持部の先端に毛を束ねたブラシ部が、その毛長方向が前記把持部の長手方向
と一致するように装着してあり、前記把持部には間隔をあけて複数のくびれが形成してあ
る染毛用又は理美容用のブラシであって、
　前記把持部の途中には、前記くびれにより区分けされた所定の幅を有する回転保持部が
形成してあり、
　前記回転保持部より前記把持部の先端側となる先端側範囲及び前記回転保持部より前記
把持部の基端側となる基端側範囲はそれぞれ、前記回転保持部に比べて幅を広くした扁平
な断面形状を有する範囲を含み、
　前記先端側範囲及び前記基端側範囲はそれぞれ、前記回転保持部に近づく箇所ほど、幅
方向の両側から幅が狭くなるように形成してあることを特徴とする染毛用又は理美容用の
ブラシ。
【請求項２】
　前記先端側範囲および前記基端側範囲はそれぞれ、前記把持部の湾曲の半径方向と直交
する方向に、扁平な断面形状を有する範囲を含むと共に、前記先端側範囲と前記基端側範
囲とでは、湾曲に係る曲率が変えてある請求項１に記載の染毛用又は理美容用のブラシ。
【請求項３】
　前記ブラシ部は、断面形状が扁平な平筆状であり、
　前記ブラシ部の断面が扁平な方向と、前記先端側範囲の断面が扁平な方向とは、同方向
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にしてある請求項１又は請求項２に記載の染毛用又は理美容用のブラシ。
【請求項４】
　前記回転保持部は、厚さと幅がほぼ等しくしてある請求項１乃至請求項３のいずれか１
項に記載の染毛用又は理美容用のブラシ。
【請求項５】
　前記先端側範囲及び前記基端側範囲の幅方向の両側から幅が狭くなるように形成してあ
る箇所はそれぞれ、前記くびれにより、複数の部分に区分けしてあると共に、区分けされ
た各部分ごとに順次、幅が狭くなるようにしてある請求項１乃至請求項４のいずれか１項
に記載の染毛用又は理美容用のブラシ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，髪の毛や眉毛などを染色する際に用いる染毛用ブラシや化粧などに用いられ
る理美容用ブラシ（以下，「ブラシ」という。）等のブラシに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，白髪染めや色々なヘヤーカラー，ヘヤーマニキュアなどといった染料を用いて
髪の毛などを染色することが行われている。そのような染毛には，染料を載せやすく工夫
された種々の染毛用ブラシが使用されている。また，ファンデーション，白粉などを顔面
に塗る際に，チークブラシ，フェイスブラシなどといったブラシが使用されている。また
眉毛を描いたり線をぼかしたりする場合には，アイブローブラシなどといったブラシが使
用されている。また口紅を塗る場合には，リップブラシといったブラシが使用されている
。
【０００３】
　そして，化粧などに用いられるブラシとして，本出願人は先に特願平１１－３０１６０
１号に示すブラシを開示している。この本出願人が開示したブラシによれば，湾曲した把
持部の持ち方を工夫することにより，眉毛や唇の形状に沿ってブラシ部を簡単に円弧状に
移動させることができ，化粧がし易いといった特徴がある。また，このブラシはブラシ部
を机上に接触させないようにして置くことができるので，机を化粧材などで汚す心配がな
いといった利点も有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開昭５９－９８８１８号公報
【特許文献２】特表平１０－５０２２９１号公報
【特許文献３】実開平５－４６３１２号公報
【特許文献４】実開平７－１８６３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は，以上のような従来のブラシの改良に関し，その目的は，湾曲して形成されて
いる把持部の持ち方を容易に変えることができるブラシを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的を達成するために，本発明にあっては，棒状の把持部の先端に毛を束ねたブラ
シ部を装着したブラシであって，前記把持部が湾曲し，かつ，把持部の途中に厚さと幅が
ほぼ等しい回転保持部が形成されていることを特徴としている。このブラシにおいて，前
記把持部は，回転保持部を除いて扁平な断面形状を有していても良い。また前記把持部に
，所定の間隔でくびれが形成されていても良い。
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【０００７】
　本発明のブラシは，例えば髪の毛や眉毛などを染色する際に用いる染毛用ブラシや化粧
などに用いられる理美容用ブラシなどとして具体化される。本発明のブラシにあっては，
把持部が湾曲しているため，ブラシ部を机の表面から上方に離した状態でブラシを机の上
に置くことができる。また把持部が湾曲しているのでブラシを机の上などに置いた場合に
も転がる心配がなく，机上からブラシが落下するような問題も生じない。
【０００８】
　また，ブラシを手でもって染毛を行う場合は，把持部が湾曲しているので，握っている
把持部を回転させると，把持部先端のブラシ部の角度が変わり，ブラシ部を立てたり寝か
せたりすることが可能である。このため，例えば生え際などの毛髪に染料を塗る場合はブ
ラシ部を立ててブラシ部の先端で染料を塗るようにしたり，逆に生え際以外の箇所の毛髪
に染料を塗る場合はブラシ部を寝かせてブラシ部の腹の部分で染料を塗るようにしたりし
て，使い分けることができる。
【０００９】
　また，ブラシを手でもって眉毛を描いたり口紅などの化粧材を顔面に塗る場合には，握
っている把持部を回転させると，把持部が湾曲しているので，把持部先端のブラシ部が円
弧を描くようになる。このため円弧状をなしている眉毛や唇の形状に沿ってブラシ部を簡
単に移動させることができ，化粧がし易いといった利点もある。また湾曲して形成されて
いる把持部は，球面体である顔面に沿ってあてがいやすく，頬紅などを塗る際には，把持
部を顔面にあてがうことによって頬紅を塗る線や眉毛を描く線などを確認しやすい。
【００１０】
　そのような場合，本発明のブラシにあっては，把持部の途中に厚さと幅がほぼ等しい回
転保持部が形成されているので，この回転保持部を両側から指で摘み，摘んだ指同士を相
対的に前後させることにより，ブラシを容易に回転させることが可能である。このため，
染毛を行う際には，指先で把持部を回転させることにより，ブラシ部の角度を変えて，ブ
ラシ部を立てたり寝かせたりすることが容易にできる。また化粧材を顔面に塗る際には，
指先で把持部を回転させることにより，眉毛や唇の形状に沿ってブラシ部を移動させるこ
とが容易にできる。
【００１１】
　そして，把持部が扁平な断面形状を有していれば，ブラシ部を机の表面から上方に離し
た状態でブラシを机の上に置いた際に，机の表面と把持部との接触面積が増えるため，ブ
ラシを安定して置くことができるようになる。またこのように把持部の断面形状が扁平で
あれば，ブラシを手でもった際に，指先の感覚でブラシ部の向きを知ることができるよう
になる。このため平筆状のブラシの場合に，ブラシ部の向きを目で確認しなくても良くな
る。なお，把持部は例えば湾曲の半径方向と直交する方向に扁平であっても良く，また例
えば湾曲の半径方向と一致する方向に扁平であっても良く，また例えば湾曲の半径方向と
４５゜をなす方向に扁平であっても良い。この場合，例えば把持部の先端にユニバーサル
ジョイントなどを介してブラシ部を装着し，把持部とブラシ部の角度を可変に構成してお
いても良い。
【００１２】
　また，把持部に所定の間隔でくびれが形成されていれば，把持部を握った際に滑りにく
くなり，手を滑らして不用意にブラシを落としたりする心配も少なくなる。また把持部を
顔面にあてがった際に，くびれに基づいて顔面の長さや，目，鼻，口，頬骨などの位置を
確認することもできるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば，ブラシを机の上などに置いた場合にも机上を化粧材などで汚す心配が
なく，机上からブラシが落下するような問題も生じない。また把持部を持ちかえることに
より，ブラシ部の角度を変え，ブラシ部を立てたり寝かせたりして使い分けることが可能
である。また眉毛や唇の形状に沿ってブラシ部を簡単に円弧状に移動させることができ，
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化粧がし易い。また湾曲して形成されている把持部は，顔面に沿ってあてがいやすく，頬
紅や眉毛の線を確認しやすい。そして，把持部の持ち方は，把持部の途中に形成された回
転保持部を両側から指で摘んで指を前後させることにより，容易にできる。
【００１４】
　また把持部が扁平な断面形状を有していれば，ブラシを机上により安定させて置くこと
ができる。また把持部の断面形状が扁平であれば，ブラシを手でもった際に，指先の感覚
でブラシ部の向きを知ることもできる。
【００１５】
　また，把持部にくびれが形成されていれば，把持部を握った際に滑りにくくなり，手を
滑らして不用意にブラシを落としたりする心配も少なくなる。また把持部を顔面にあてが
った際に，くびれに基づいて顔面の長さや，目，鼻，口，頬骨などの位置を確認すること
もできる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態にかかるブラシの斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ及びＢ－Ｂにおける断面図である。
【図３】図１のＣ－Ｃにおける断面図である。
【図４】ブラシを机の上に置いた状態の説明図である。
【図５】把持部を湾曲の内側から手で持つことにより，ブラシ部を立てた姿勢にした状態
の説明図である。
【図６】把持部を湾曲の外側から手で持つことにより，ブラシ部を寝かせた姿勢にした状
態の説明図である。
【図７】回転保持部を両側から親指と人差し指で摘んでブラシを回転させる状態の説明図
である。
【図８】ブラシ部を円弧状移動させる状態の説明図である。
【図９】把持部を顔面に沿ってあてがった状態の説明図である。
【図１０】カップ内に挿入した状態のブラシの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下，本発明の好ましい実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明の実施の
形態にかかるブラシ１の斜視図である。このブラシ１は，例えば髪の毛や眉毛などを染色
する際に用いる染毛用ブラシや化粧などに用いられる理美容用ブラシなどである。図２は
，図１のＡ－Ａ及びＢ－Ｂにおける断面図であり，図３は，図１のＣ－Ｃにおける断面図
である。
【００１８】
　図示の例では，把持部１０の先端に，例えば植毛等の手段により多数の毛を束ねたブラ
シ部１１が装着されている。把持部１０は，棒形状をなすが全体として湾曲しており，こ
の例では把持部１０はほぼ人間の顔と同程度の曲率で湾曲した形状を有している。また図
２に示すように，把持部１０は，次に説明する回転保持部１２を除き，湾曲の半径方向Ｒ
と直交する方向Ｓに扁平な断面形状を有している。
【００１９】
　把持部１０の途中には，把持部１０の他の部分（図２に示したように扁平な断面形状に
形成された部分）に比べて幅の狭い回転保持部１２が形成されている。図３に示すように
，この回転保持部１２の断面形状は，厚さＴと幅Ｌがほぼ等しくなっており，図示の例で
は，略正四角形の角部を滑らかな曲面に形成した断面形状を有している。
【００２０】
　この例では，図１に示すように，把持部１０の後端側（ブラシ部１１と反対側）にいく
ほど細くなるように，把持部１０の後端側はテーパー形状をなしている。また把持部１０
には，環状のくびれ１３が所定の間隔で複数箇所に形成されている。
【００２１】
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　ブラシ１が例えば髪の毛や眉毛などを染色する際に用いる染毛用ブラシである場合は，
ブラシ部１１は，染料を毛髪に塗るのに適した樹脂やプラスチックなどからなる弾力性の
ある毛を多数束ねて構成されている。一方，ブラシ１が化粧などに用いられる理美容用ブ
ラシである場合は，ファンデーション等の化粧材を顔面に塗るのに適した柔軟性のある動
物などの毛を多数束ねて構成されている。
【００２２】
　図示の例では，ブラシ部１１は，断面形状が扁平な平筆状に形成されている。このブラ
シ部１１の断面の扁平方向Ｓ’も，先に説明した把持部１０の断面の扁平方向Ｓと同様に
，湾曲の半径方向Ｒと直交しており，ブラシ部１１の断面の扁平方向Ｓ’と把持部１０の
断面の扁平方向Ｓは同じ方向（平行）になっている。
【００２３】
　以上のように構成された本発明の実施の形態にかかるブラシ１にあっては，把持部１０
が湾曲しているため，図４に示すように，先端のブラシ部１１を机１５の表面から上方に
離した状態でブラシ１を机１５の上に置くことができる。このため，ブラシ部１１に毛髪
を染める染料やファンデーション等の化粧材が付着していても，ブラシ部１１が机１５の
表面に直接触れないので染料や化粧材がつく心配がなく，机１５の表面を汚さないといっ
た利点がある。また先に図２で説明したように，把持部１０は，回転保持部１２を除いて
湾曲の半径方向Ｒ（半径方向Ｒは図２に示す）と直交する方向Ｓに扁平な断面形状を有し
ているので，図４に示すようにしてブラシ１を机１５の上に置いた際に，机１５の表面と
把持部１０との接触面積が広いため，ブラシ１を安定して置くことができる。また机１５
の上に置いたブラシ１が転がる心配もない。
【００２４】
　そして，ブラシ１が染毛用ブラシである場合，例えば髪の毛や眉毛などを染色する際に
は，把持部１０が湾曲しているので，握っている把持部１０を回転させると，把持部１０
の先端に取り付けられているブラシ部１１の角度が変わり，ブラシ部１１を立てたり寝か
せたりすることが可能である。例えば図５に示すように，毛髪２０の生え際などに染料を
塗るような場合は，把持部１０を湾曲の内側から手２１で持つことにより，ブラシ部１１
を立てた姿勢でブラシ１を持ち，ブラシ部１１の先端で毛髪２０に染料を塗るようにする
と便利である。
【００２５】
　また図６に示すように，生え際以外の箇所の毛髪２０に染料を塗る場合は，把持部１０
を湾曲の外側から手２１で持つことにより，ブラシ部１１を寝かせた姿勢でブラシ１を持
ち，ブラシ部１１の腹の部分で毛髪２０に染料を塗るようにすると便利である。このよう
に，把持部１０を持つ際に，湾曲の方向を変えることにより，ブラシ部１１の姿勢を立て
たり寝かせたりして，使い分けることができる。
【００２６】
　また，このように把持部１０の湾曲の方向を変える場合，図示のブラシ１にあっては，
把持部１０の途中に厚さと幅がほぼ等しい回転保持部１２が形成されているので，図７に
示すように，例えばこの回転保持部１２を両側から親指２１ａと人差し指２１ｂで摘むよ
うに持ち，摘んだ指２１ａ，２１ｂ同士を相対的に前後させることにより（指２１ａ，２
１ｂ同士を擦るように移動させることにより），ブラシ１を容易に回転させることが可能
である。このように親指２１ａと人差し指２１ｂの指先などで把持部１０を回転させるこ
とにより，簡単にブラシ部１１の角度を変えて，ブラシ部１１を立てたり寝かせたりする
ことができる。
【００２７】
　また，ブラシ１が理美容用ブラシである場合，眉毛を描いたり口紅などの化粧材を顔面
に塗る際には，ブラシ部１１にファンデーションや白粉，頬紅，口紅などの化粧材を付け
，把持部１０を手２１で持って操作することによりブラシ部１１に付けた化粧材を顔面に
塗ることができる。例えば，眉毛を描いたり口紅などの化粧材を顔面に塗る場合には，図
８に示すように手２１で握っている把持部１０を指先で回転させるように操作する。この
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場合，先に図７にで説明した場合と同様に，回転保持部１２を持った指先で把持部１０を
回転させるようにしても良い。このように把持部１０を回転させると，把持部１０が湾曲
しているので，把持部１０先端のブラシ部１１が円弧を描くようになる。こうして把持部
１０を指先で回転させれば，円弧状をなしている眉毛や唇などの形状に沿ってブラシ部１
１を簡単に移動させることができ，化粧がし易いといった利点もある。またこのように把
持部１０を回転させてブラシ部１１を円弧状に移動させる場合，把持部１０の先端側（ブ
ラシ部１１に近い側）を持って回転させてればブラシ部１１を小さい半径の円弧状に移動
させることができ，逆に把持部１０の基端側（ブラシ部１１と反対側）を持って回転させ
てればブラシ部１１を大きい半径の円弧状に移動させることができるようになる。この場
合，例えば把持部１０の曲率を先端側（ブラシ部１１に近い側）で小さく，基端側（ブラ
シ部１１と反対側）で大きくするなどして，把持部１０の曲率を先端側と基端側で変えて
おくなどしても良い。また把持部１０を手で持つ位置や持ち方を変えるなどすれば，化粧
材を顔面に塗る際に手２１を顔面から離して動かすことができ，顔面に手２１が触れなく
なり，顔面に塗った化粧材が手２１に付着することを防止できるようになる。
【００２８】
　そして図９に示すように，湾曲して形成されている把持部１０は，球面体である顔面１
７に沿ってあてがいやすく，頬紅などを塗る際には，把持部１０を顔面１７にあてがうこ
とによって頬紅などを塗る線を確認しやすい。また同様に，眉毛を描く線なども容易に確
認することができる。
【００２９】
　また化粧材を顔面１７に塗る際には，先に図１で説明したように，ブラシ部１１の断面
の扁平方向Ｓ’と把持部１０の断面の扁平方向Ｓが同じ方向（平行）になっているので，
把持部１０を握っている指先の感覚でブラシ部１１の向きを知ることができる。このため
，わざわざ目で確認しなくても，図示の例のような平筆状のブラシ部１１の向きを指先の
感覚で把握することが可能である。
【００３０】
　加えてこのブラシ１にあっては，把持部１０に回転保持部１２や複数のくびれ１３が形
成されていることにより，把持部１０を握った際にそれらが引っかかって滑りにくく，手
を滑らして不用意にブラシ１を落としたりする心配も少ない。
【００３１】
　図１０は，染料２５の入れられたカップ２６内に挿入した状態のブラシ１の側面図であ
る。この実施の形態のブラシ１にあっては，カップ２６内に挿入した際に，把持部１０に
形成されたくびれ１３がカップ２６の縁に引っかかって滑りにくいので，ブラシ１がカッ
プ２６内から抜け落ちにくいといった特徴がある。このため，ブラシ１が不用意にカップ
２６内に落ちて染料２５が把持部１０に付着するといった事態を回避できる。
【００３２】
　以上，本発明の好ましい実施の形態を例示したが，本発明は以上に説明した形態に限定
されない。例えば図示の実施の形態にかかるブラシ１では，把持部１０の先端に，ブラシ
部１１を直接取り付けた一体型の構成を説明したが，把持部１０の先端に，ブラシ部１１
を締め具などを用いて装着する構成も考えられる。また，把持部１０は，例えば湾曲の半
径方向Ｒと一致する方向に扁平であっても良く，また例えば湾曲の半径方向Ｒと４５゜を
なす方向に扁平であっても良い。この場合，例えば把持部１０の先端にユニバーサルジョ
イントなどを介してブラシ部１１を装着し，把持部１０とブラシ部１１の角度を可変に構
成しておいても良い。また本発明のブラシは，ファンデーション，白粉などを顔面に塗る
際に使用されるチークブラシやフェイスブラシ，眉毛を描いたり線をぼかしたりする場合
に使用されるアイブローブラシ，口紅を塗る場合に使用されるリップブラシ，ヘアダイを
髪の毛に塗る際に使用されるヘアダイブラシなど，種々の理美容用ブラシなどにも適用す
ることができる。
【符号の説明】
【００３３】
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　１　ブラシ
　１０　把持部
　１１　ブラシ部
　１２　回転保持部
　１３　くびれ
　１５　机
　２０　毛髪
　２１　手
　１７　顔面
　２６　カップ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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